
  

・市町村国民健康保険担当課は、社会保険に関するリーフレットを設置し、国民健康保険の加入手続を行う者等が 
 自ら社会保険の加入要件等を確認し、必要に応じ、年金事務所に相談できるようにする。（平成29年4月より実施） 
・市町村の実情に応じて、国民健康保険の加入手続時や保険料の納付相談時等にチェックリストによる就労状況の 
 確認を行い、社会保険の加入要件に該当する可能性がある場合に年金事務所に確認申立を回付する等の取組を 
 モデル的に実施。（平成29年度前半に実施） 

市町村国民健康保険と連携した適用促進対策 

連携の概要 

取組の流れ 
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１．既適用事業所に対する事業所調査の実施 

 ・ 申立者が勤務する事業所が適用事業所である
場合、事業所調査等において確認を行い適用に
結びつける。 

 
２．未適用事業所に対する取組 

 ・ 申立者が勤務する事業所が未適用事業所であ
る場合、重点加入指導により事業所を適用。 

 ・ 事業所適用時に申立者が加入に結びつかない
場合、事業所調査を実施。 

確認申立等に基づ
き調査等を実施 

（別添）  

  電話・来所相談の実施 

リーフレット
の設置 

確認結果の回答 

・市町村国民健康保険担当課が配布するリーフレットに基づき、   
 自ら、社会保険の加入要件等を確認し、該当の可否等について、 
 年金事務所に相談  

（H29.4より実施） 

（H29年度前半にモデル的に実施） 

※お勤めされている方で、社会保険の加入について疑問が
ある場合は、自ら日本年金機構へ被保険者資格の確認の請
求ができる仕組は、現在、既にある。 


